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資料１ 

高山市朝日高齢者・若者センターの廃止について 

 

 

１．施設の位置づけ 

高山市朝日高齢者・若者センターの設置及び管理に関する条例に基づき、地域の活性化を図

るために設置した施設 

 

２．施設の概要 

  ・名称：高山市朝日高齢者・若者センター（以下、「センター」という） 

  ・構造：木造平屋造 

  ・床面積：２９６．６４㎡ 

  ・所在地：高山市朝日町甲１７８番地 

  ・完成日：平成３年３月２５日 

  ・事業主体：高山市（旧朝日村） 

 

３．施設（条例）の廃止理由（詳細別紙） 

センター設置後、近傍の施設整備等により、その設置目的が達成されたため 

 

４．施設（条例）の廃止日 

平成２７年３月３１日 

 

５．廃止する条例 

  高山市朝日高齢者・若者センターの設置及び管理に関する条例（資料２） 

 

６．今後の予定 

⑴ パブリックコメントの実施 

⑵ 施設の廃止 


